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介護老人保健施設 ライフ２ 

【介護予防通所リハビリテーション利用約款】 

 

第１条（約款の目的） 

介護老人保健施設ライフ２（以下「当施設」という）は、要支援状態と認定された利用者（以

下単に「利用者」という）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の期間、介

護予防通所リハビリテーションを提供し、一方、利用者及び利用者の身元を保証する者（以下

「身元引受人・連帯保証人」という）は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払う

ことについて取り決めることを本約款の目的とします。 

 

第２条（適用期間） 

１ 本約款は、利用者が介護老人保健施設ライフ２介護予防通所リハビリテーション利用同

意書を当施設に提出したのち効力を有します。ただし、連帯保証人に変更があった場合は、

新たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１の重要事項、別紙２及び別紙３の改

定が行われない限り、初回利用時の同意書をもって、繰り返し介護予防通所リハビリテー

ションを利用することができるものとします。 

 

第３条（利用者からの解除） 

利用者および連帯保証人は、当施設に対し文書で通知することにより、利用者の居宅サービ

ス計画にかかわらず、本約款に基づく介護予防通所リハビリテーション利用を解除・終了する

ことができます。なお、この場合、利用者および連帯保証人は、速やかに当施設および利用者

の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。 

ただし、利用者が正当な理由なく、介護予防通所リハビリテーション実施時間中に利用中止

を申し出た場合については、原則として、基本料金およびその他ご利用いただいた費用を当施

設にお支払いいただきます。 

 

第４条（当施設からの解除） 

当施設は、利用者および連帯保証人に対し、次に掲げる場合には、３０日前までに文書で通

知することにより、本約款に基づく介護予防通所リハビリテーションサービスの利用を解除・

終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立（非該当）と認定された場合 

② 利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合 

③ 利用者および保証人が、本約款に定める利用料金を２か月以上滞納し、その支払いを督

促したにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合 

④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護予防通所リハビリテ

ーションサービスの提供を超えると判断された場合 

⑤ 利用者や利用者の配偶者、子、兄弟姉妹その他家族が、当施設・当施設の職員または他

の利用者に対して、暴行、暴言、各種ハラスメント等この契約を継続しがたい程の背信行

為または反社会的行為を行った場合。 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができ

ない場合 

 



第５条（利用料金） 

１ 利用者および連帯保証人は、連帯して当施設に対し、本約款に基づく介護予防通所リハ

ビリテーションサービスの対価として、別紙２の利用単位ごとの料金を基に計算された

『月ごとの合計額』および利用者が『個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額

の合計額』を支払う義務があります。ただし、当施設は、利用者の経済状態等に変動があ

った場合、上記料金を変更することがあります。また、利用者の要介護状態等に変動があ

った場合、要介護状態に合わせて上記利用料金が変更されることになります。 

２ 当施設は、利用者および連帯保証人に対し、前月料金の合計額の請求書および明細書を、

毎月１０日までに作成し、利用者および連帯保証人は連帯して当施設に対し、当該合計額

をその月の月末までに支払うものとします。なお、支払いの方法は、別途話し合いの上、

双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者または連帯保証人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたとき

は、利用者および連帯保証人に対して領収書を発行します。 

４ 連帯保証人も、負担は契約時の月額利用料金の８ヶ月分を限度とします。連帯保証人が

負担する債務の元本は、利用者又は連帯保証人が死亡した時に確定します。 

 

第６条（記録） 

当施設は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録、身体拘束に関する記録、苦情の

内容等の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録等を整備し、その完結の日

から５年間保存します。 

 

第７条（身体の拘束等） 

当施設は、原則として利用に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある場

合等、緊急やむを得ない場合は、施設管理者または施設長が判断し、身体拘束その他利用者の

行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態および時

間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療記録に記載し、利用者や

家族に説明を行ない、同意を得た上で実施することとします。 

 

第８条（秘密の保持及び個人情報の保護） 

１ 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は連帯保証

人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙３のとおり定め、適切に取り扱います。

また、利用者から予め文書で同意を得ない限り、他事業所等に対し利用者の個人情報を提供しませ

ん。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行なうべき義務として明記

されていることから、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への

通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する

場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

 



 

 

第９条（緊急時の対応） 

１ 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力

医療機関または協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 前項のほか、介護予防通所リハビリテーション利用中に利用者の心身の状態が急変した

場合、当施設は利用者および連帯保証人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

第 10 条（事故発生時の対応） 

１ サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じ

ます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機

関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は連帯保証人が指定する者及び保険者

の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

第 11 条（要望または苦情等の申出） 

利用者および連帯保証人は、当施設の提供する介護予防通所リハビリテーションに対して

の要望または苦情等について、苦情処理専任者に申し出ることができます。また、備え付け

の用紙（管理者宛の文書）で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることも

できます。なお、苦情等の申出に関する詳細は、別紙４をご参照下さい。 

 

第 12 条（賠償責任） 

１ 介護予防通所リハビリテーションの提供に伴って、当施設の責に帰すべき事由によっ

て、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、故意または過失が認

められる場合は、利用者および連帯保証人は当施設に対して、その損害を賠償するものと

します。 

 

第 13 条（利用契約に定めのない事項） 

この約款に定められていない事項は、介護保険法令、その他諸法令に定めるところにより、

利用者または保証人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



＜別紙１＞ 

介護老人保健施設ライフ２ 介護予防通所リハビリテーション 

重要事項説明書 

 

〔２０２５年６月１日現在〕 

１ 事業者 

 （１）法人の名称等 

   ・法人名           社会福祉法人 幸 充（こうしゅう） 

   ・法人本部所在地   北安曇郡池田町会染１４９８－１（特別養護老人ホームライフ） 

   ・代表者氏名     理事長 小 林 昇 

   ・電話番号            ０２６１－６１－１８１８ 

   ・FAX番号           ０２６１－６２－１１１８ 

 （２）施設の名称等 

   ・施設名       介護老人保健施設ライフ２ 通所リハビリテーション 

   ・開設年月日     平成１５年４月１５日 

   ・所在地       北安曇郡松川村字南神戸４３６０－１ 

   ・電話番号      ０２６１－６１－１８３９ 

   ・FAX番号       ０２６１－６１－１８３８ 

   ・管理者名      中谷 易功（施設長／医師） 

   ・介護保険指定番号  介護老人保健施設（長野県第２０５２９８００３０号） 

 

２ 当介護予防通所リハビリテーション施設の運営方針 

 （１）介護予防通所リハビリテーションは、要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーショ

ンを行なうことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 

 （２）介護予防通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要

介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行なう。 

 （３）介護予防通所リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療

サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、

総合的なサービスの提供に努める。 

 

３ 通所リハビリテーションの職員体制                        （２０２５年６月１日現在） 

 

 

常勤 非常勤 
保有資格 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者／医師  １   医師・ケアマネ 

支援相談員 １     
介護福祉士 

介護支援専門員 

看護職員   ０．９  看護師 

介護職員
 

５
  

 
     

介護福祉士 

ヘルパー２級 

作業療法士 

理学療法士 
 １．２５   

作業療法士 

理学療法士 

 



４ 通所リハビリテーション定員等 

定  員 ２５名／１日 
浴 室 

＊一般浴槽・個人浴槽 

静養室・食堂 １室 ＊特殊浴槽（チェアー浴・寝浴） 

畳コーナー １室 送迎車両 ＊６台 

相 談 室 ＊２室 機能訓練室 ＊１室（47.35㎡） 

＊印は、入所事業と共用  

５ 営業日・営業時間 

営 業 日 月曜日～金曜日 

営 業 時 間 午前１０時～午後４時まで 

 

休 業 日 

 

・土曜日、日曜日 

・お盆（８月１４日～１６日：変更の時には、事前連絡いたします） 

・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

６ 送迎実施範囲 

松川村・池田町・安曇野市穂高・大町市（一部地域） 

 

７ サービス内容 

①送迎 

②食事 

③入浴 

④相談援助サービス 

⑤健康チェック 

⑥リハビリテーション 

⑦レクリエーション 

⑧栄養管理改善 

⑨口腔機能ケア 

⑩各種行事 

⑪医学的管理・看護 

⑫理美容サービス 

 ＊これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありま 

すので、具体的にご相談下さい。 

 

８ 協力医療機関 

  当施設では、下記の医療機関や歯科医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合に

は、速やかに対応をお願いするようにしています。 

   〔協力医療機関〕 

         名  称          厚生連 北アルプス医療センターあづみ病院 

         住  所          長野県北安曇郡池田町大字池田３２０７番地１ 

         電話番号          ０２６１－６２－３１６６ 

 

名  称          安曇野赤十字病院 

         住  所          長野県安曇野市豊科５６８５番地 

         電話番号          ０２６３－７２－３１７０ 

 



 

     〔協力歯科医療機関〕 

         名  称          大北歯科医師会 

     住  所          長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙２５７３番地１ 

         電話番号          ０２６１－８２－２７６２（小谷歯科医院：大北歯科医師会長） 

＊大北歯科医師会との契約により、指定する歯科医が対応します。 

 

９ 緊急時の連絡先 

病状の急変に対しては、迅速かつ適切に対応します。また、緊急の場合には、『同意書』にご記入 

いただいた連絡先に連絡します。 

 

１０ 当施設をご利用の際に留意いただく事項 

①診断書の提出 

   ・ご利用時に提出いただきますと、原則として 1年間有効です。心身の状態に変化が見られた 

    場合や、医療機関等を退院し、再利用される時には、改めて診断書が必要になります。 

  ②送迎時間の変更 

・取り決められた通常の送迎時間と異なる場合は、連絡いたします。 

 ※冬場の降雪、積雪時や道路工事等 

  ③サービスの中止及び変更 

・利用予定日の前に、ご契約者の都合で利用を中止又は変更することができます。その場合は、 

サービス実施日の前日午後５時３０分までにお申し出下さい。 

・サービスの当日、体調不良やご家庭の都合などで中止又は変更される場合には、午前９時ま 

 でに施設へご連絡下さい。 

  ④お小遣いと貴重品 

・施設でのお預かりはいたしておりません。多額の現金や通帳及び高価な物品は所持しないよ 

うお願いいたします。 

  ⑤飲酒と喫煙 

 ・当施設では、原則的に禁酒、禁煙になっております。 

  ⑥菓子や食べ物 

 ・当施設では、原則的に菓子、飲料等の飲食物持参はご遠慮いただいております。 

  ⑦必要な持ち物 

 ・着替え ・下着類 ・バスタオル１枚 ・タオル１～３枚 ・上履き（軽い靴） 

 ・歯ブラシ ・交換衣類用のナイロン袋（大きめ） ・服薬（必要量） 

  ⑧名前の記入 

 持参される物については、必ずすべてに大きく明確に名前をご記入下さい。 

 

１１ 非常災害対策 

    防災設備 ： 非常通報装置 非常用放送設備 避難誘導灯 煙式感知器 熱感知器 

                  非常用照明灯  消火器 消火栓 防火扉 防火シャッター 垂れ壁 

             スプリンクラー 非常口  

    防災訓練  ：  年２回実施(夜間および昼間を想定した避難訓練・消火訓練・通報訓練避難 

誘導訓練等）【防火管理者資格取得者：１名】 

 

 



 

１２ 要望および苦情等の相談 

     当施設には、支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談くだ 

さい。（℡：０２６１－６１－１８３９） 

   要望や苦情などは、支援相談員および苦情処理専任者にお寄せいただければ、速やかに対応い 

たしますが、受付窓口に備え付けられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し 

出いただくこともできます。 

担 当  支援相談員（山崎 美紀） 

電 話 番 号      ０２６１－６１－１８３９ 

ＦＡＸ番号 ０２６１－６１－１８３８ 

受付時間 ８時３０分～１７時３０分 

※ご意見箱を玄関の受付窓口に設置しています。 

 

     なお、苦情窓口については各市町村役場および国民健康保険連合会等にも、お申し出いただく 

ことができます。 

長野県国民健康保険団体連合会 介護保険課 ０２６－２３８－１５５５ 

   北アルプス広域連合 介護保険係 ０２６１－２２－７１９６ 

  松川村役場 福祉課 福祉係 ０２６１－６２－３２９０ 

  地域包括支援センター 健康福祉課 健康福祉係 ０２６１－６１－５０００ 

  大町市役所 福祉課 介護保険係 ０２６１－２２－０４２０ 

  白馬村役場 健康福祉課 健康福祉係 ０２６１－８５－０７１３ 

  小谷村役場 住民福祉課 福祉係 ０２６１－８２－２００１ 

  安曇野市役所保健医療部 介護保険課 介護保険係 ０２６３－７１－２４７２ 

 

１３ 事業運営の透明性の確保のために講じている措置 

   当施設では、事業計画、財務内容等に関する資料をいつでも閲覧していただけるよう整備して 

おります。ご希望の方は、当施設の事務員までお申しつけください。 

 

１４ その他 

   その他、ご不明な点、お気づきの点、ご希望の点等は、遠慮なく職員にお申し出下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜別紙２＞ 

介護老人保健施設ライフ２  

介護予防通所リハビリテーション利用料金 

〔２０２５年６月１日現在〕 

 

介護保険適用となる基本料金と加算項目については、介護保険負担割合証に記載されている

利用者負担に応じた額をご負担いただきます。 

 

１ 基本料金 

 基本料金（介護保険制度では、要支援の程度によって利用料が異なります。以下は自己

負担１割分です。） 

  ・要支援１         ２，２６８円／月 

  ・要支援２         ４，２２８円／月 

 

２ 加算料金 

①  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   要支援１   ８６円／月 

                                    要支援２  １７６円／月 

  介護福祉士が、職員の４０％以上配置しているためご負担いただきます。 

 

②  栄養改善加算                 ２００円／月 

 低栄養状態にある方又はそのおそれのある方に対し、管理栄養士等が看護職員、介護職

員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づくサービスを提供した場合にお支払い

頂きます。 

 

③  口腔・栄養スクリーニング加算          ２０円／回 

 ６ヵ月ごとに栄養状態の観察をおこない、介護支援専門員に文書にて情報を提供し

た場合にご負担いただきます。 

 

④  口腔機能向上加算                １５０円／月 

 口腔機能の低下している方又はそのおそれのある方に対し、歯科衛生士等が口腔機能改

善のための計画を作成し、これに基づくサービスを提供した場合にご負担いただきます。 

 

⑤  若年性認知症利用者受入加算             ２４０円／月 

    若年性認知症の利用者を受入れ個別の担当者を決めケアを行った場合にご負担いただ   

きます。 

⑥  利用を開始した日の属する月から起算して 12 月を超えた場合 

                       要支援１   －１２０円/月 

                       要支援２   －２４０円/月 

 

⑦  退院時共同指導加算              ６００円／回 

理学療法士・作業療法士が退院時カンファレンスに参加、共同指導をおこなった場

合にご負担いただきます。 



 

⑧  介護職員等処遇改善加算Ⅰ     所定単位数に加算率８．６%を乗じた単位数 

介護職員の賃金の改善に要する費用です。   

 

３ その他の料金 

①  食 費  

 ・昼食（おやつ含む）       ６５０円 

 

②理美容代 

 ・理美容師によるもの      実費相当額 

 

③教養娯楽費            実費相当額 

        レクリエーションや各種行事、又はクラブ活動等で使用する材料費として、ご利用者の 

    選択により使用された場合にお支払い頂きます。 

 

④おむつ代          

       基本的には、ご家庭で使用されている物をご持参ください。 

    ・施設のおむつを提供した場合 

サルバ安心フィット(Ｍ)   １８０円／１枚 

サルバ安心フィット(Ｌ)   ２００円／１枚 

尿取りパット    ４０円／１枚 

尿取りパット(特大)    ８０円／１枚 

リハビリパンツ(Ｍ)   １８０円／１枚 

リハビリパンツ(Ｌ)   ２００円／１枚 

 

４ キャンセル料 

 サービス実施の当日になって利用の中止を申出た場合、キャンセル料として下記の料金を 

いただく場合があります。 

 但し、ご利用者の体調不良等の正当な事由がある場合は、いただきません。 
  

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無  料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 ５００円 

 ※ご利用が月曜日または休みの前日の場合は、ご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 支払い方法 

 

  ・毎月１０日までに前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までにお支払い下さい。 

   お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、『現金払い』『銀行振込み』『口座引落し』があります。利用申し込み 

 時にお選び下さい。（下記を参照下さい。） 

現金払い     月払い 

  

 

 

 

銀行振込み 

 

 

 

 

 

  ① 八十二銀行 穂高支店 

                  ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ｺｳｼｭｳ 

      【名義】   社会福祉法人 幸充 

      【店番号】  ４８３ 

      【口座番号】（普）４８０８６０ 

  ② 松本信用金庫 松川支店 

                        ｺｳｼｭｳ ｶｲｺﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｹﾝｼｾﾂ  ﾗｲﾌ2 

      【名義】  （福）幸充 介護老人保健施設 ライフ２ 

      【店番号】  ０２５ 

      【口座番号】（普）００６３３４５ 

   ③ 大北農業協同組合 松川支所 

                        ｺｳｼｭｳ ｶｲｺﾞﾛｳｼﾞﾝﾎｹﾝｼｾﾂ  ﾗｲﾌ2 

      【名義】  （福）幸充 介護老人保健施設 ライフ２ 

      【店番号】  ５４７０ 

      【口座番号】（普）００２７０３６ 

銀行引落し 

 

  ① 八十二銀行 

② 松本信用金庫 

  ③ 大北農業協同組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

介護老人保健施設 ライフ２ 

介護予防通所リハビリテーション料金一覧表 

(２０２５年６月１日現在) 

 

１ 基本料金（介護保険対象：利用者自己負担１割）             

介護予防通所リハビリテーション費    要支援１       ２，２６８円／月 

介護予防通所リハビリテーション費    要支援２       ４，２２８円／月 

 

２ 加算料金（介護保険対象：利用者自己負担１割）             

事業所評価加算                           １２０円／月 

サービス提供強化加算（Ⅰ）要支援１                  ８８円／月 

サービス提供強化加算（Ⅰ）要支援２                 １７６円／月 

若年性認知症利用者受入加算                     ２４０円／月 

栄養改善加算                            ２００円／月 

口腔・栄養スクリーニング加算                     ２０円／月 

口腔機能向上加算                          １５０円／月 

利用を開始した日の属する月から起算して12か月を超えた場合 要支援１ －１２０円/月 

                            要支援２ －２４０円/月 

退院時共同指導加算                          ６００円／回 

介護職員等処遇改善加算 Ⅰ                       ８.６% 

 

３ その他の料金（介護保険対象外：利用者自己負担全額） 

食 費 昼 食（おやつ含む） ： ６５０円 

理美容代 実費相当額  ※理美容師によるもの 

おむつ代 実使用枚数×単価 

教養娯楽費 実費相当額 

 ※通常の送迎実施地域以外の場合は、１㎞につき実費相当の送迎費用をご負担いただきます。 

 ※連絡が無くサービスを中止された場合、キャンセル料をいただく場合があります。 

 



 

＜別紙３＞ 

介護・診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ 

当施設は、ご利用者の皆様、ご家族の皆様への説明と納得に基づくサービス提供（インフォームド・

コンセント）および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。 

 

介護・診療情報の提供 

◆ ご自身の症状やケアについて質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接、医師、看護師

または支援相談員に質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続きは必要ありま

せん。 

介護・診療情報の開示 

◆ ご自身の介護･診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、医師または「相談窓口」に開

示をお申し出ください。開示・謄写に必要な実費をいただきますので、ご了承ください。  

個人情報の内容訂正・利用停止 

◆ 個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を識別できる情報を言います。 

◆ 当施設が保有する個人情報（介護・診療記録等）が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の

訂正・利用停止を求めることができます。職員にお申し出ください。調査の上、対応いたします。 

個人情報の利用目的 

◆ 個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。 

◆ サービス提供のために利用する他、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・

福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関による施設

評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたちで報告することがあります。詳細は別紙に

記載します。 

◆ 当施設は卒後医師臨床研修施設および介護職等の研修施設に指定されており、研修・養成の目的

で、研修医および介護・医療専門職等の学生等が、診療、看護、介護などに同席する場合があり

ます。 

ご希望の確認と変更 

◆ 入所予定の変更、介護給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、利用者さまご本

人に連絡する場合があります。ただし、事前に受付までお申し出があった場合は、連絡いたしま

せん。 

◆ 居室における氏名の掲示、広報活動（広報誌・施設内における写真の掲示）等による顔写真の掲

示を望まない場合には、お申し出下さい。ただし、事故防止・安全確保のためには、居室氏名の

掲示が望ましいです。 

◆ 電話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合には、お申し出下

さい。 

◆ 一度出されたご希望を、いつでも変更することが可能です。お気軽にお申し出下さい。 

相談窓口 

◆ ご質問やご相談は、各部署責任者または以下の個人情報保護相談窓口をご利用下さい。 

個人情報保護相談窓口  支援相談員 山崎 美紀 

２０２５年６月１日 

介護老人保健施設ライフ２ 施設長 中 谷 易 功 



介護老人保健施設ライフ２ 個人情報の利用目的 

 

介護老人保健施設ライフ２では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしてい 

る個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連

携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・訴訟、苦情等の案件が生じた場合顧問弁護士等の照会 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 



 

＜別紙４＞ 

介護老人保健施設 ライフ２ 

苦情を解決する為に講ずる措置の概要 
第１条〔目 的〕 

        苦情への迅速且つ適切な対応により、介護サービスに対する利用者及び家族等の満足感 

   を高めるとともに、利用者個人の尊厳と権利の擁護に努め、可能な限りに於いて快適な施 

設療養生活を過ごしていただくことを目的として設置した。 

           苦情を密室化せず、社会性及び客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を図る 

ことにより、円滑円満な解決の促進や当施設の信頼・適正性を確保する。 

第２条〔苦情解決体制〕 
 １）苦情解決責任者 

        苦情解決の責任主体を明確にする為、経験豊富な医師とする。 

 ２）苦情受付専任者 

   苦情の申し出をしやすい環境を整備する為に、支援相談員及び介護支援専門員を窓口とする。 

      受付専任者の職務 

①利用者や家族等からの苦情の受付 

          ②苦情内容、利用者や家族等の意向の確認と記録 

          ③苦情内容を整理し、その改善状況等の解決責任者への報告 

   ３）第三者委員選定                       

   苦情解決に社会性および客観性を確保し、利用者・家族等の立場や特性に配慮した適切な 

対応を推進するために第三者委員を選定する。又第三者委員の選定に当たっては、地元・地域 

からの信頼性を有し、且つ苦情解決を円満・円滑に図ることのできる者とした。当施設にあっ 

ては幸充評議員を以て充てる。選考は理事会とし、理事長が任命する。又、任期は１年とする。 

       第三者としての評議員の職務 

        ①苦情解決責任者からの苦情に関わる事案の改善状況等の報告聴取 

        ②苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

        ③利用者・家族等からの苦情の直接受付 

        ④苦情申出人への助言 

        ⑤当介護老人保健施設ライフ２への助言 

        ⑥苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会いと助言 

        ⑦日常的な状況把握と意見傾聴 

苦情の受付窓口と責任者等の表示 

事業所名 介護老人保健施設ライフ２ 管 理 者 名 施設長 中谷易功 医師 

投 書 箱 ラ イ フ ２ 事 務 所     苦情解決責任者 施設長 中谷易功 医師  

窓口氏名 支援相談員 山崎 美紀 第 三 者 委 員 社会福祉法人幸充評議員 

市 町 村 各市町村役場の保健福祉課 国民保険連合会 ０２６－２３８－１５５０ 



 第３条〔苦情解決の手順〕  

１）利用者・家族等への周知      

     施設内への掲示及び約款等の配布より、苦情受付専任者、苦情解決責任者等の氏名を明示す 

る。 

  ２）苦情の受付 

       ①苦情受付専任者は、利用者・家族等からの苦情を随時受け付ける。尚、苦情解決責任者及び 

第三者委員も直接苦情を受け付けることができる。 

       ②苦情受付専任者は、利用者・家族等からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、その 

内容について苦情申出人の確認をとる。 

   ａ苦情の内容 

         ｂ苦情申出人の要望・希望等 

         ｃ第三者委員への報告の要否 

         ｄ苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否 

 ３）苦情の受付の報告・確認 

        ①苦情受付専任者は、受付けた苦情は全て苦情解決責任者に報告する。 

        ②電話・投書など匿名の苦情は、特に留意し、苦情解決責任者が必要と判断した場合には、 

第三者委員に報告し的確な措置を講ずる。 

        ③第三者委員は、苦情解決責任者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとと 

もに、苦情申出人に報告を受けた旨を通知する。 

  ４）苦情解決に向けての話し合い 

        ①苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる円満な解決に努める。その際、必要に 

応じて第三者委員の助言を求めることができる。 

        ②第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と、苦情解決責任者の話し合いは、下記の要領で 

行う。 

          ａ第三者委員による苦情内容の確認 

          ｂ第三者委員による解決案の調整と助言 

          ｃ話し合いの結果及び改善事項等の書面での記録と確認 

  ５）苦情解決の記録と報告 

        苦情解決や改善を重ねることによって、サービスの質が高まり、運営の適正化が確保される。 

これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。 

        ①苦情受付専任者は、苦情受付から解決・改善に至るまでの経過と結果について書面に記録 

する。 

        ②苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し必要な助言・ 

指導を受ける。 

        ③苦情解決責任者は、苦情申出人に約束した改善事項等について、苦情申出人及び第三者委 

員に対して一定期間経過の後、報告する。 

  ６）改善・解決結果の公表 

        利用者・家族等によるサービスの選択や、当施設によるサービスの質や信頼性の向上をはか 

るため、個人情報に関するものを除き、「事業報告書」「広報誌」等に実績を掲載し公表す 

る。 

２０２５年６月１日   

介護老人保健施設 ライフ２ 

苦情解決責任者 中 谷 易 功 


